
 

第８７回山形市開発審査会  

 

日 時：令和８年５月２１日（木）１５時３０分から 

場 所：山形市役所９階９０１会議室 

 

 

次      第 

 

 

１ 開 会 

 

２ まちづくり政策部長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議  事 

⑴ 議第１号 都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発行為の許可 

（農家世帯の分家住宅）について 

⑵ 議第２号 山形市開発審査会提案基準の一部改正について 

 

５ 報  告 

    ⑴ 報告第１号 事後報告案件について 

        （令和８年１月１日から令和８年４月３０日まで） 

    都市計画法第４３条第１項の規定に基づく建築等の許可  １件 

 

６ そ の 他 

 

７ 閉 会 
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議第２号 山形市開発審査会提案基準の一部改正について 

改正内容 

新旧対照表のとおり。 

[新旧対照表] 
改 正 後 改 正 前 

提案基準２６ 農家世帯の分家住宅 

農家（経営面積１０アール以上の農地を耕作して

いる者のうち、農業委員会がその就農状況、営農

形態等を総合的に判断し、農業者として認めたも

のをいう。）と同一の世帯を構成し、又は構成し

ていた３親等以内の血族が分家する場合の自己居

住用の戸建住宅で、次の各項のいずれにも該当す

るもの。 

１～６（略） 

 

付記 

本基準により許可した場合は、許可内容を次回の 

開発審査会に報告すること。 

提案基準２６ 農家世帯の分家住宅 

農家（経営面積１０アール以上の農地を耕作して

いる者のうち、農業委員会がその就農状況、営農

形態等を総合的に判断し、農業者として認めたも

のをいう。）と同一の世帯を構成し、又は構成し

ていた３親等以内の血族が分家する場合の自己居

住用の戸建住宅で、次の各項のいずれにも該当す

るもの。 

１～６（略） 

改正理由 
本提案基準は、農家世帯が所有する土地において、その分家住宅を建築する際に適用されるものであ

り、山形市が平成 29 年 6 月 1 日付で「山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に

より指定した区域(以下「条例指定区域」という。)の外においては、市街化調整区域における無秩序な

市街化の拡大につながらないよう、既存集落との連担性や上下水道のインフラ整備状況など、所定の要

件を満たす場合に限り立地を認めるものとして、山形市開発審査会においてご審議いただいておりま

す。 
条例指定区域外の多くは農振農用地区域に該当しますが、山形市開発審査会への付議時点では既に除

外手続きが完了しております。当該区域からの除外に当たっては、その要件の一つとして既存集落との

連担性が求められており、本提案基準においても無秩序な市街化の拡大を防ぐ観点から連担性を要件と

しているため、結果として同一内容の審査が重複して行われている状況にあります。 
また、これまで本提案基準による許可については、山形市開発審査会において様々な観点からご意見

等を頂戴してきたところですが、いずれの案件も反対意見はなく許可されております。以上の状況を踏

まえ、本提案基準に係る農家世帯の分家住宅については、開発許可後の事後報告案件として取り扱いと

することを、山形市開発審査会に付議するものであります。 
なお、現時点においては、用途が自己居住用の住宅であり、かつ敷地面積が５００平方メートル以下

である次の案件を、事後報告案件として取り扱っております。 
⑴提案基準７ 許可不要で行った開発行為等の区域内における建築物 
⑵提案基準８ 山寺地区及び蔵王温泉地区内の戸建住宅等の建築 
⑶浸水想定区域内の戸建住宅等の建築 

これらの事後報告案件についても、事務局において関係法令や基準への適合状況を精査し、慎重に審査

しております。 
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